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はじめに

我が国は、人口減少・少子高齢社会に本格的に突入し、

近年では自然災害の頻発・激甚化、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける等、

私たちの生活を取り巻く環境は大きく変化しています。

都市政策においては、平成18年の都市計画法の改正や

平成26年の都市再生特別措置法の改正による立地適正化計画制度の導入など、

居住や生活サービス機能を都市拠点周辺に集約化するとともに、

各拠点間を結ぶ公共交通網の確保・充実を図る

「コンパクト・プラス・ネットワーク」の方向性が示されました。

また、近年の法改正等では災害ハザードエリアにおける開発抑制をはじめとする防災の観点や

ウォーカブル（「居心地がよく歩きたくなる」まちなかの創出）、都市アセットの利活用といった人中心のまちづくり

デジタル技術の活用や脱炭素のまちづくりを推進する考え方が示され、都市政策は新たな転換期を迎えています。

今後、都市計画制度の適切な運用を通じて、「人口減少社会」に適合し、

土地利用や地域の実態を考慮した居住や都市機能の適切な配置、誘導を促進し、

こどもやお年寄りにも暮らしやすい、安全でにぎわいのある、人中心のまちづくりの実現が求められます。

また、地方分権が推進される中、地域の実情に合ったきめ細かなまちづくりや

住民参加のまちづくりについての関心が高まっており、

都市計画を県民の皆様により身近なものにする必要があります。

本書は、都市計画行政の担当者をはじめ、

より多くの方々に都市計画に関する理解を深めていただくことを目的としております。

本書を通じ、都市計画を少しでも身近なものにしていただき、

これからのまちづくりに役立てていただければ幸いです。

静岡県交通基盤部都市局都市計画課長
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都市計画の概要
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都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある

整備を図るための土地利用、都市施設の整備及

び市街地開発事業に関する計画です。

都市計画法は、「都市計画」を遂行する上で

必要となる、都市計画の内容及びその法定手続

き、都市計画の制限、都市計画事業等を定める

もので、具体的な運用に当たっては、各種法律

の適用を受けます。

図１：都市計画関連法令体系

国土形成計画法

多極分散型国土形成促進法

中部圏開発整備法

地方拠点都市地域の整備及び産業

業務施設の再配置の促進に関する

法律（地方拠点法）

山村振興法

離島振興法

土地基本法

国土利用計画法（国土利用計画／

土地利用基本計画）

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律／地方拠点
都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律／大
都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
／都市再開発法

都市再生特別措置法／景観法／密集市街地における防災街区の整備
の促進に関する法律／特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法／文
化財保護法／流通業務市街地の整備に関する法律／生産緑地法／古
都における歴史的風土の保全に関する特別措置法／都市緑地法／港
湾法／駐車場法／建築基準法／等

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する
法律／都市再開発法／大都市地域における住宅及び住宅地の供給の
促進に関する特別措置法

被災市街地復興特別措置法

流通業務市街地の整備に関する法律／官公庁施設の建設等に関する
法律／大規模災害からの復興に関する法律／津波防災地域づくりに
関する法律／卸売市場法／と畜場法／都市公園法／下水道法／河川
法／運河法／道路法／鉄道事業法／軌道法／駐車場法／等

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置
法／都市再開発法／新都市基盤整備法／土地区画整理法／新住宅市
街地開発法

集落地域整備法／幹線道路の沿道の整備に関する法律／密集市街地
における防災街区の整備の促進に関する法律／地域における歴史的
風致の維持及び向上に関する法律

国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律／国
家戦略特別区域法／都市の低炭素化の促進に関する法律／屋外広告
物法／市民農園整備促進法／景観法／都市鉄道等利便増進法／広域
的地域活性化のための基盤整備に関する法律／等

都市再開発方針等

地域地区

促進地区

被災市街地復興推進地域

都市施設

市街地開発事業

地区計画等

その他

都
市
計
画
法

都市地域

農業地域
（農業振興地域の整備に関する
法律）

森林地域
（森林法）

自然公園地域
（自然公園法）

自然保全地域
（自然環境保全法）

都市地域

土地利用基本計画で定める５地域

上位計画

都市計画制度
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都市計画区域は、健康で文化的な都市生活と

機能的な都市活動を確保するという都市計画の

基本理念を達成するため都市計画法その他の関

連法の適用を受けるべき土地の区域です。具体

的には、市町の中心市街地を含み、かつ、自然

的•社会的条件、人口•土地利用•交通量などの現

況•推移を勘案して、一体の都市として総合的に、

整備、開発、保全する必要がある区域を指定し

ます。

本県では、21区域、32市町において都市計画

区域を指定しています（令和5年3月31日現在）。

また、平成18年の都市計画法の改正により、

積極的な整備や開発を行う必要はないものの、

そのまま放置すれば、用途の混在や農地の侵食

等が生じる恐れがある区域について、準都市計

画区域を指定し、土地利用の整序を行うことが

できるようになりました。本県では、１区域１

市で準都市計画区域を指定しています。

都市計画区域
（都市計画法第5条）

都市計画区域外準都市計画区域
（都市計画法第5条の2）

１／都市計画の概要
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1)都市計画区域と準都市計画区域

図2：静岡県の都市計画区域一覧

都市計画
区域名

市町名
都市計画区域

面積(ha) 人口（人）

田方広域
伊豆の国市 9,462 47,046

函南町 6,516 36,882

御殿場
小山広域

御殿場市 11,423 83,969

小山町 10,423 17,359

東駿河湾広域

三島市 6,202 106,740

沼津市 13,877 186,154

長泉町 2,125 43,267

清水町 881 31,748

裾野 裾野市 11,381 49,410

岳南広域
富士市 21,106 248,368

富士宮市 30,209 128,706

静岡 静岡市 23,490 665,704

志太広域
藤枝市 11,222 139,554

焼津市 7,030 136,623

磐田 磐田市 16,296 167,375

浜松 浜松市 51,455 771,134

湖西 湖西市 8,656 58,230

都市計画
区域名

市町名
都市計画区域

面積(ha) 人口（人）

南伊豆 南伊豆町 9,247 7,594

下田 下田市 4,444 16,318

河津 河津町 2,570 5,736

東伊豆 東伊豆町 4,223 11,276

伊東 伊東市 12,402 65,927

熱海 熱海市 6,177 34,301

伊豆 伊豆市 36,397 28,597

島田 島田市 5,762 86,756

榛南・南遠
広域

吉田町 2,073 29,110

牧之原市 8,003 36,251

御前崎市 3,854 24,669

東遠広域
掛川市 21,164 113,764

菊川市 6,193 43,114

中遠広域
袋井市 10,833 88,505

森町 3,198 15,742

●線引き都市計画区域：10区域17市町
（区域区分あり）

●非線引き都市計画区域：11区域15市町
（区域区分なし）

●準都市計画区域

準都市計画区域名 市町名 面積(ha)

牧之原準都市計画区域 牧之原市 3,108

（出典：静岡県の都市計画（資料編） R5.3.31現在）

※都市計画区域は当該都市計画区域の陸域を示す。あくまで参考値。
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図3：静岡県の都市計画区域図

県土に占める都市計画区域面積等 県人口に占める都市計画区域人口等

（出典：静岡県の都市計画（資料編）令和５年３月31日現在、静岡県市町別人口推計 令和５年４月１日現在）

県土面積
777,728 ha

県人口
3,561,252人

用途地域
57,603ha(7.4%)

2,511,709人(70.5%)

都市計画区域
378,294ha(48.6%)

3,525,929人(99.0%)

市街化区域
46,463ha(6.0%)

2,198,631人(61.7%)



１／ 都市計画の概要
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都市計画は、「土地利用に関する計画」、「都市施設に関する計画」、「市街地開発事業に関する

計画」の３本の柱を軸に成り立ち、更にそれぞれが細部化されています。

図4：静岡県で決定できる都市計画

土
地
利
用
に
関
す
る
計
画

都
市
施
設
に
関
す
る
計
画

区域区分（法第7条）

地域地区（法第8条）

促進区域（法第10条の2）

遊休土地転換利用促進地区（法第10条の3）

被災市街地復興推進地域（法第10条の4）

地区計画等（法第12条の4）

市街化区域

市街化調整区域

第1種低層住居専用地域／第2種低層住居専用地域／第1

種中高層住居専用地域／第2種中高層住居専用地域／第

1種住居地域／第2種住居地域／田園住居地域／準住居

地域／近隣商業地域／商業地域／準工地域／工業地域

／工業専用地域
用途地域【準】

特別用途地区【準】

特定用途制限地域【準】

高層住居誘導地区

高度地区【準】、高度利用地区

特定街区

防火地域、準防火地域

特定防災街区整備地区

景観地区【準】

風致地区【準】

駐車場整備地区

臨港地区

流通業務地区

生産緑地地区

拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域

地区計画

防災街区整備地区計画

沿道地区計画

集落地区計画

歴史的風致維持向上地区計画

都市施設（法第11条）

県内の都市計画決定の実績有の計画（令和5年3月31日現在）

※本県における都市計画決定の対象項目を記載

準都市計画区域において決定することができる地域地区【準】

特例容積率適用地区

市街地開発事業（法第12条）

市街地開発事業等予定区域（法第12条の2）

新住宅市街地開発事業の予定区域

区域面積が20ha以上の一団地の住宅施設の予定区域

一団地の官公庁施設の予定区域

流通業務団地の予定区域

土地区画整理事業

新住宅市街地開発事業

市街地再開発事業

防災街区整備事業

道路、都市高速鉄道、駐車場、その他交通施設

公園、緑地、広場、墓園、その他の公共空地

水道、電気供給施設、ガス供給施設、その他の供給施設

河川、運河、その他の水路

下水道、汚物処理場、ごみ焼却場、その他の処理施設

学校、図書館、研究施設、その他の教育文化施設

病院、保育所、その他の医療施設または社会福祉施設

市場、と畜場、火葬場

一団地の住宅施設

一団地の官公庁施設

流通業務団地

電気通信事業の用に供する施設

防風・防火・防水・防雪・砂防・防潮の施設

一団地の津波防災拠点市街地形成施設

一団地の復興拠点市街地形成施設
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緑地保全地域【準】、特別緑地保全地区、緑化地域

都市再生特別地区、居住調整地域、居住環境向上用途誘導地区、特定用途誘導地区

特別用途地域の名称・種類・目的は、市町が条例で定

める（下記は、県内の実績）。

特別工業地区／娯楽レクリエーション地区／特別業務

地区／大規模集客施設制限地区／特定規模集客施設制

限地区／住環境保全型工業地区

2)都市計画の内容

※都市計画法は、「法」と略し記載

伝統的建造物群保存地区【準】

市街地再開発促進区域、土地区画整理促進区域、住宅街区整備促進区域

一団地の都市安全確保拠点施設

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（法第6条の2）

市
街
地
開
発
事
業
に
関
す
る
計
画



2)法定手続き

都市計画を定めるためには、先ず、その案を作成します。都道府県が定める都市計画の案の作成に際

しては、関係市町村に対し、資料の提出その他の協力を求めることができ、一方、市町村も必要がある

ときは都市計画の案の内容となるべき事項を都道府県に申し出ることができます。

法定手続きでは、都市計画の案の作成に際し、必要に応じて公聴会を開催する等の方法により、住民

の意見が反映できるような措置を講じます。都市計画の案を作成した時は、その旨を公告し、公告の日

から２週間にわたり公衆の縦覧に供します。関係市町村の住民や利害関係人は、縦覧期間中にその計画

の案について、都市計画の決定者に意見書を提出することができます。

なお、国の利害に重大な関係がある都市計画の決定をしようとするときは、国土交通大臣と協議し、

その同意を得た上で、都市計画を決定します。このような手続きを経て、決定された都市計画は、速や

かに告示し、縦覧に供します。
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1)都市計画の決定者

都市計画は、基本的には基礎自治体としての市町村が決定します。都市計画は、市町村が自分たちの

住む街をどのような街にしたいのかを具体的に示すものとして、地方自治の原点ともいうべきものだか

らです。

その一方で、周辺市町村の都市計画との整合を図るべきものや、広域的な見地からの判断が必要とな

る都市計画は、都道府県が決定します。

図5：各都市計画における決定者

１／ 都市計画の概要

都市計画の決定

各種都市計画
決定者

一般市町 政令市 県 国

都市計画区域
準都市計画区域 ○

２以上の都府県に

わたる区域に限る

都市計画区域の整備、
開発及び保全の方針
区域区分

○ ○

土地利用

地域地区 ○ ○
一般市町における
重要港湾の臨港地区等
に限る

地区計画 ○ ○

都市施設

道路 ○ ○
一般市町における
国県道又は自専道
に限る

公園緑地 ○ ○

国設置の10ha以上又は
一般市町における
県設置の10ha以上
に限る

下水道 ○ ○

流域下水道又は
２以上の市町にわたる
公共下水道
に限る

市街地開発
事業

土地区画
整理事業 ○ ○

一般市町における
国又は県施行の50haを超
えるものに限る

市街地再
開発事業 ○ ○

一般市町における
国又は県施行の３haを超
えるものに限る
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説明会の開催による

住民の意見反映
（法16条1項）

市町による

案の内容の申出
（法15条の2）

原案の作成
公聴会の開催による

住民の意見反映
（法16条1項）

公告及び案の縦覧
（法17条1項）

意見書の提出
（法17条2項）

市町の意見聴取
（法18条1項）

原案の確定

静岡県都市計画

審議会
（法18条1項）

国土交通大臣

協議・同意

（法18条3項）都市計画決定

市町審議会等

への諮問・回答

告示及び縦覧
（法20条1・2項）

他の行政機関等

との協議（法23条）

案の確定

意見書要旨提出
（法18条2項）

●県が定める都市計画の決定手続き

図6：都市計画の法定手続き

●市町が定める都市計画の決定手続き

原案の作成
公聴会の開催による

住民の意見反映
（法16条1項）

公告及び案の縦覧
（法17条1項）

意見書の提出
（法17条2項）

市町都市計画

審議会
（法19条1項）

県知事協議
（回答）
（法19条3項）

都市計画決定

告示及び縦覧
（法20条1・2項）

意見書要旨提出
（法19条2項）

県協議

回答

図7：都市計画事業の認可

道路、公園、下水道等の都市施設の整備に関する事業及び市街地開発事業は、都市計画事業の認可又

は承認を受けて進められます。

●市町施行事業 ●県又は国の機関施行事業

市町の事業計画等

の作成

知事への認可申請
（法59条1項）

公衆縦覧
（法62条2項）

用排水施設管理者等の
意見聴取
（法59条6項）

知事の認可
（法59条1項）

知事の告示
（法62条1項）

市町長への
図書の写しの送付

（法62条1項）

国土交通大臣への
図書の写しの送付

（法62条1項）

県又は国の機関の
事業計画等の作成

国土交通大臣※への
認可（承認）申請
（法59条2項（3項））

公衆縦覧
（法62条2項）

用排水施設管理者等の
意見聴取
（法59条6項）

国土交通大臣※の

認可（承認）
（法59条2項（3項））

国土交通大臣※の告示
（法62条1項）

市町長への
図書の写しの送付

（法62条1項）

県知事への
図書の写しの送付

（法62条1項）

※県施行事業の認可権者は中部地方整備局長
※都市計画施設の改修事業を知事に協議・同意の上、立地適正化計画に記載して公表した場合、
都市計画事業認可があったものとみなす。
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１／ 都市計画の概要

2)都市計画提案制度

都市計画は、住民等の主体的な参画を通じて

その案を作成するとともに、決定に当たっては、

あらかじめ広くその内容を住民等に知ってもら

い、その意見を反映させることが重要です。

このため、都市計画の案の作成に当たって、

必要に応じて公聴会の開催等を行うとともに、

あらかじめ都市計画の案を公告し、公告後２週

間公衆の縦覧に供し、住民等が意見書を提出す

ることができるとされています。更に、都市計

画の決定に当たっては、都市計画審議会の議を

経ることが必要です。

また、土地所有者、まちづくりNPO、まちづく

り協議会、まちづくりのための開発事業の経験

と知識のある団体等による提案を踏まえた都市

計画を決定する手続についても定めています。

提案に必要な書類｜

提案には、次の資料が必要となります。

1. 提案書

2. 都市計画の素案

3. 土地所有者等の同意書

4. 計画提案を行うことができる者であることを証す

る書類

5. その他提案内容の説明に必要と認められる資料等

提案の相談窓口｜

提案する都市計画の内容により窓口が異なりますの

で、県又は当該市町の都市計画担当課にお問い合わせ

ください。

図8：都市計画提案制度のフロー

土地所有者、まちづくりNPO、まちづくり協議会、まちづくりのための開発事業経験・知識のある団体、

都市計画協力団体として市町村長に指定された住民団体、商店街組合等による都市計画の提案

（提案の要件）

①0.5ha以上（地方公共団体の条例により0.1haまで引き下げ可）の一体的な区域※

②都市計画マスタープランなど都市計画に関する法令上の基準に適合

③土地所有者の3分の2以上の同意

地方公共団体（県又は市町）は提案に基づく都市計画の決定をするかどうかを判断

提案を踏まえて都市計画を決定する必要があると

認めるとき

公聴会の開催等

都市計画の案の作成

都市計画の案の公告・縦覧

利害関係者による意見提出

都市計画の案を都市計画審議会へ付議

（意見の概要や都市計画の提案内容も提示）

都市計画の決定

都市計画を決定する必要がないと認めるとき

都市計画審議会に提案を提出し、

地方公共団体の見解を付して、意見を聴く

都市計画を決定せず

都市計画の決定をしない理由等を提案者に通知

※都市計画協力団体による都市計画提案については面積要件（0.5ha）は課されない
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２

より良いまちづくりを進めるために、都市全

体を将来どのようにつくり上げていくかを明確

にし、それを実現させるために土地利用や施設

の整備について基本的な方針を示すものが「マ

スタープラン」です。これには、地域の現状や

将来の動向を考え、一市町村を超える広域的な

視点から県又は政令市が定める｢都市計画区域マ

スタープラン｣と地域に密着した視点から市町村

が定める「市町村都市計画マスタープラン」の

２つがあります。

1)都市計画区域マスタープラン
（法第6条の2）

図9：県が策定する都市計画区域マスタープランの構成

都市計画マスタープラン

第1章
都市計画の目標

(1)都市づくりの基本理念

(2)地域毎の市街地像

附図 将来市街地像図

第2章
区域区分の決定の有無及び区域
区分を定める際の方針

(1)区域区分の決定の有無

(2)区域区分の方針

第3章
主要な都市計画の決定の方針

都市計画区域マスタープラン（法での記載は、

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」

という。）は、平成12年５月の都市計画法の改

正により創出された都道府県又は政令市が定め

る都市計画です。

都市計画区域マスタープランには、①都市計

画の目標、②区域区分の決定の有無及び区域区

分を定める際の方針、③主要な都市計画の決定

の方針を定めることとされています。土地利用

や都市施設などの個別の都市計画は、この都市

計画区域マスタープランに即して定めることと

されています。

当該都市計画区域の歴史、自然
環境、インフラ状況等の概要、社
会的課題に対する都市計画として
の対応、これらを踏まえた将来都
市像について記述

住宅地域、商業業務地域、工業
地域、農業地域、集落地域、自然
保全地域の６つの地域に分けそれ
ぞれの方針を記述

地域ごとの市街地像に合わせて、
各拠点、土地利用、インフラを将
来市街地像として図示

目標年次に配置されるべき人口、
産業の規模、市街化区域面積を記
述

・区域区分を定めている区域
無秩序な市街地の拡散、市街地

の人口密度を維持するため、区域
区分を定める

・区域区分を定めていない区域
市街化圧力が低いことや区域区

分以外の土地利用規制が適切にな
されている等の理由により、区域
区分を定めない

主要用途の配置の方針、建築物
の密度の構成に関する方針、市街
地の土地利用の方針、市街化調整
区域の土地利用の方針を記述

交通施設や下水道及び河川等の
都市施設に関する整備の方針、整
備水準の目標、施設の配置の方針、
主要な施設の整備目標を記述

土地区画整理事業、市街地再開
発事業の目的、方針やおおむね10
年以内に実施することを予定する
市街地開発事業を記述

基本方針、緑地の配置方針、都
市計画制度の方針、主要な緑地の
確保目標を記述

(1)土地利用

(2)都市施設

(3)市街地開発事業

(4)自然環境の整備又は保全

県／政令市

頻発・激甚化する自然災害に対
応するための取組について記述

(5)都市防災
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２／マスタープランと基礎調査

2)市町村都市計画マスタープラン
（法第18条の２)

市町村都市計画マスタープラン（法での記載

は、「市町村の都市計画に関する基本的な方

針」という。）は、平成４年の都市計画法改正

により創出された市町村が策定する計画です。

市町村が住民の意見を反映しながら、まちづく

りの将来ビジョンを確立し、地区別のあるべき

市街地像を示すとともに、地区別の課題に応じ

た整備方針、地域の都市生活を支える施設の計

画を具体的にきめ細かく定めるものです。県内

の市町では、30の市町で市町村都市計画マス

タープランを策定し、定期的に見直しが行われ

ています。

3)その他の計画

緑の基本計画（都市緑地法第4条)

緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画

（緑の基本計画）は、平成６年の都市緑地法の

改正により、市町が定める緑に関する法定計画

です。近年の環境問題への意識の高まりや住民

のニーズに応え、都市における良好な生活環境

を形成するため、市町が主体となり都市緑地の

保全と緑化の推進を総合的かつ計画的に実施す

るための計画です。県内の市町では、19の市町

で緑の基本計画を策定・公表しています。

流域別下水道整備総合計画
（下水道法第２条の２)

流域別下水道整備総合計画とは、環境基本法

第16条に基づく水質環境基準の類型指定がなさ

れている水域について、下水道法第２条の２に

基づいて策定される当該水域に係る下水道整備

に関する総合的な基本計画です。

河川、湖沼、海域等の公共用水域の水質環境

基準を達成維持するために必要な下水道の整備

を最も効果的に実施するため､当該流域における

個別の下水道計画の上位計画として策定します。

図11：下水道計画の体系イメージ

●流域別下水道整備総合計画の区域図

図10：市町村都市計画マスタープラン

流域別下水道整備総合計画
（流総計画）

流域下水道計画

流域関連
公共下水道計画

公共下水道計画
【市町】

河川管理者 国土交通省

環境大臣

協議

水質基準
【国又は県】

協議 協議

同意

【市町】

【県】

整合
連携

市町村
都市計画

マスタープラン

・静岡県総合計画
・国土利用計画（静岡県）
・都市計画区域マスタープラン

等

・市町総合計画
・国土利用計画（市町）

等

上位計画 上位計画

・都市圏交通計画
（PT調査）

・その他県が策定
するガイドプ
ランや指針、
計画等

関連計画

・農業振興地域整
備計画

・緑の基本計画
・景観計画
・環境基本計画
・住宅マスタープ

ラン
等

関連計画

整合
連携

即す 即す

都市計画区域マスタープランが都市計画区域を対

象としたまちづくりの構想示すものに対し、市町村

都市計画マスタープランは、都市計画区域外を含む

行政域を対象にまちづくりの構想を示しています。

市町



1)都市計画基礎調査
（法第６条)

都市の現状及び都市化の動向を把握し、良好

な都市計画を策定するため、都市計画に関する

基礎調査として、おおむね５年ごとに都市計画

区域について建築物の用途、土地利用、自然環

境等に関する現状調査を行っています。調査結

果は、都市計画区域の将来の見通しを検討及び

分析し、その結果を都市基本計画として整理し

ます。

都市計画基礎調査の結果は、県や政令市が定

める都市計画区域マスタープランや区域区分、

市町が定める用途地域等の設定や見直し等の基

礎資料として利用されます。

2)街路交通調査
（法第６条、道路法第77条)

街路交通調査には、総合的な都市交通マス

タープランを策定する総合都市交通体系調査と、

特定の重要な街路事業について、事業計画を策

定する街路事業調査の２つがあります。

総合都市交通体系調査

総合都市交通体系調査は、都市交通実態調査

に基づき、概ね20年後の都市像を見据えた道路

網計画や公共交通計画等、総合的な交通計画

（都市交通マスタープラン）を策定する調査で

す。

都市交通実態調査｜おおむね10年に１度、都市

圏の課題に応じて、都市交通の実態を把握する

ための調査を実施します。

・パーソントリップ調査

・都市OD調査

・中間年補完調査（物資流動調査等）

014

図13：パーソントリップ調査とは

図12：都市計画基礎調査

基礎調査 都市基本計画

５年ごとに行われる

国勢調査等の結果を

踏まえ、都市計画区

域の「現況」を整理

基礎調査の結果か

ら、都市計画区域

の「将来の見通し」

を検討・分析

都市計画基礎調査

反映

都市計画の決定や変更等に活用

都市計画区域マスタープラン（県／政令市）

区域区分（県／政令市）

市町村都市計画マスタープラン（市町）

地域地区（市町）

パーソントリップ調査は、人（パーソン）の動き

（トリップ）を把握する調査です。

どのような人が、いつ、何の目的で、どこからどこへ、

どのような交通手段で、どのような時間帯に移動した

かについて、１日すべての動きをとらえるものです。

1日の動き

デパート自 宅

会 社

（帰宅）自宅へ

●会社員の例（３トリップ） ●子どもの例（４トリップ）

学校

自 宅

公園

（通学）通学先へ （帰宅）自宅へ

（帰宅）自宅へ （私用）レクリエーションへ

１トリップ

徒歩 バス 鉄道 徒歩

会社

駅駅バス停

自宅

バス停

都市計画基礎調査

など
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２／マスタープランと基礎調査

都市交通マスタープラン｜都市交通実態調査等

に基づき、交通の実態の分析や都市圏の将来交

通量予測を行い、都市や都市交通が抱える課題

を踏まえ、都市圏の交通政策の在り方を検討し

ます。マスタープランの主な内容は、次の通り

です。

・都市交通の現況と課題

・将来の都市構造と交通需要の展望

・都市交通体系整備の基本方針

・交通ネットワーク計画

・交通施策の提案

街路事業調査

特定の重要な街路事業について事業計画を策

定する調査です。

①都市・地域総合交通戦略調査

②地域高規格道路調査

③連続立体交差事業調査

④歴史的環境整備街路事業調査

⑤市街地再開発等調査

⑥土地区画整理事業調査

図14：都市交通マスタープランの事例（東駿河湾都市圏）

静岡県の東部に位置する東駿河湾都市圏は、沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、

清水町、長泉町、小山町の６市４町で構成される人口約65万人の都市圏です。

平成27年度に実施したパーソントリップ調査に基づき策定した都市交通マスタープランにおいて、本都市圏が目

指す都市交通像として「県東部の交通・観光の要衝として活発な交流を生み出し活力、安全・安心を支える交通

ネットワーク」を掲げ、活力ある都市圏の構築や大規模災害に対応した交通体系の確立に向けた各種交通施策を提

案しています。

将来の都市圏イメージ



土地利用
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1)区域区分

都市の無秩序な市街地の拡大を抑制し、効率

的な公共投資と計画的な市街地形成を進めるた

め、都市計画区域を市街化区域（優先的に市街

化すべき区域）と市街化調整区域（当面できる

かぎり市街化を抑制すべき区域）とに分けて、

段階的な市街化を図ることを目的とする制度が

「区域区分（線引き）」です。

• 市街化区域内では、市街地開発事業や都市施

設の整備を積極的に進めるほか、一定の基準

に適合した民間の開発行為は許可されます。

• 区域区分の有無は、都市計画区域ごとに、土

地利用状況等を勘案し、都市計画区域マス

タープランで定めます。

都市計画には数多くのメニューが用意されて

おり、それを各自治体が地域の実情によって活

用していきます。土地利用に関しては、大枠を

決める仕組みから、きめ細かなまちづくりをす

るための仕組みまで、数多くの制度が用意され

ており、それらを組み合わせて活用することに

より、地域のルールが作られています。

図１5：土地利用計画のイメージ

県／政令市

土地利用制度の概要

図１6：区域区分のイメージ

都市計画区域

市街化区域

市街化調整区域

用途地域

その他の地域地区

地区計画

出典：国土交通省

都市計画区域（線引き）

準都市計画区域

市街化調整区域

用途地域

市街化区域（用途地域）

白地地域

都市計画区域（非線引き）
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特定街区（法第8条第1項第4号）

市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区につ
いて、その街区内における建築物の容積率並びに高さの最高限度及び壁
面の位置の制限を定める街区です。

用途地域（法第8条第1項第1号）

土地利用の基本となるものであり、それぞれの地域特性に合わせて建
築物の用途及び形態の制限を行うことにより、適正な都市機能と良好な
都市環境を有する市街地の形成を図るものです。

特別用途地区（法第8条第1項第2号）

用途地域の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用
の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指
定を補完して定める地区です。

特定用途制限地域（法第8条第1項第2号の2）

用途地域が定められていない土地の区域（市街化調整区域を除く）内
において、良好な環境の形成又は保持のため、当該地域の特性に応じて
合理的な土地利用が行われるよう、特定の用途の建築物等を制限する地
域です。

特例容積率適用地区（法第8条第1項第2号の3）

第一種・第二種低層住居専用地域、工業専用地域を除く用途地域内の
適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、未利用地
になっている建築物の容積の活用を促進して、土地の高度利用を図るた
め定める地区です。

高層住居誘導地区（法第8条第1項第2号の4）

住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建
設を誘導するため、建築物の容積率の最高限度、建蔽率の最高限度及び
敷地面積の最低限度を定める地区です。

高度地区（法第8条第1項第3号）

用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図
るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区です。

高度利用地区（法第8条第1項第3号）

用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市
機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建蔽
率の最高限度、建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地
区です。

都市再生特別地区（法第8条第1項第4号の2）

都市再生特別措置法に基づく都市再生緊急整備地域内で、都市の再生
に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、
高さ、配置等の建築物の建築を誘導するよう定める地区です。

居住調整地域（法第8条第1項第4号の2）

立地適正化計画(都市再生特別措置法第81条第1項)の区域のうち、立
地適正化計画に記載された居住誘導区域(都市再生特別措置法第81条第2
項第2号)外の区域で、住宅地化を抑制するために定める地域です。

特定用途誘導地区（法第8条第1項第4号の2）

立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域(都市再生特別措置法
第81条第2項第3号)のうち、都市機能誘導区域に係る誘導施設(都市再生
特別措置法第81条第2項第3号)を誘導するために定める地区です。

特定防災街区整備地区（法第8条第1項第5号の2）

密集市街地内の土地の区画及びその周辺の密集市街地における特定
防災機能の確保並びに密集市街地内の土地の区域における土地の合理
的かつ健全な利用を図るため定める地区です。

駐車場整備地区（法第8条第1項第8号）

都市の中心部など自動車交通が著しく輻輳している地区等で、円滑
な道路交通を確保する必要がある地域において指定し、路上又は路外
駐車場の整備の促進を図る地区です。

景観地区（法第8条第1項第6号）

建築物の形態意匠、高さの最高（低）限度などを定め、規制するこ
とにより、市街地の良好な景観の形成を図るため定める地区です。

風致地区（法第8条第1項第7号）

風致地区は、条例により建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採等
を規制することにより、都市における良好な自然的景観を維持し、都
市環境の保全を図るために定める地区です。

臨港地区（法第8条第1項第9号）

港湾の機能として船舶の出入、停泊、係留、荷物の積卸し、貯蔵保
管、各種手続き及び検査等、港湾周辺の効率的な土地利用を図るため
に定める地区です。

伝統的建造物群保存地区（法第8条第1項第15号）

伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環
境を保存するため定める地区です。

緑地保全地域（法第8条第1項第12号）

都市近郊の広範囲の緑地を守るため定める地域です。地域内では、
一定規模以上の木竹の伐採や宅地の造成等の行為について、あらかじ
め届出が必要になります。

特別緑地保全地区（法第8条第1項第12号）

都市の良好な自然環境を形成する枢要な緑地を守るために定める地
区です。地区内では、一定規模以上の木竹の伐採や宅地の造成等の行
為について、あらかじめ許可を受ける必要があります。

緑化地域（法第8条第1項第12号）

都市中心部等、緑地が不足している区域において定め、大規模な敷
地面積の建築物の新築や増築を行う場合に敷地の一定割合の緑地を義
務付ける地域です。

流通業務地区（法第8条第1項第13号）

幹線道路、鉄道等の交通施設の整備状況に照らして、流通業務市街
地として整備することが適当であると認められる区域について、当該
都市における流通機能の向上及び道路交通の円滑化を図るため定める
地区です。

生産緑地地区（法第8条第1項第14号）

市街化区域内にある一定規模以上の農用地等で、良好な生活環境の
確保に相当の効用があり、公共施設等の敷地の用に供する土地として
適し、用排水等の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備え
ていると認められる地区を定めます。

３／ 土地利用
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2)地域地区

地域地区は、都市計画区域の土地をその利用目的によって区分し、建築物や土地の区画形質

の変更などについての必要な制限を課すことにより、土地の合理的な利用を誘導するものです。

図17：主な地域地区の種類

市町

居住環境向上用途誘導地区（法第8条第1項第4号の2）

立地適正化計画に記載された居住誘導区域(都市再生特別措置法第81
条第2項第2号)のうち、当該居住誘導区域に係る居住環境向上施設(都市
再生特別措置法第81条第5項)を有する建築物の建築を誘導する必要があ
ると認められる地区です。

防火地域及び準防火地域（法第8条第1項第5号）

市街地における火災の危険を防除するため、防火上の観点から建築基
準法により建築物について一定の規制がかかる地域です。



用途地域

都市計画法では、土地の合理的な利用を図るため「地域地区」を定め、適正な土地利用の制限を設け

ています。この地域地区の基本をなすのが用途地域です。それぞれの地域にふさわしい建築物の用途、

形態を制限し、住環境を保護すると同時に、商工業の機能的な配置・形成を図り、それによって健全な

都市の発展を目指しています。用途地域は、住居系８地域、商業系２地域、工業系３地域の13種類で構

成され、地域の状況を勘案して、市町が決定します。
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図18：用途地域の種類と概要

市町

第1種低層住居専用地域

低層の住宅地域として良好な住
環境の保護または保全を図る地
域で住宅のほか小中学校、図書
館等は建設できます。

低層の住宅地として良好な住環
境を保護しつつ、住民の利便性
にも配慮して床面積が150m2以
内の店舗等は建築できます。

第2種低層住居専用地域

中層住宅（3～5階）を含む住宅

地としての良好な住環境を保護
または保全を図る地域で病院や
大学、床面積が500m2以内の店
舗飲食店等は建築できます。

第1種中高層住居専用地域

中高層住宅（4階建以上）を含む

住宅地としての良好な住環境を
保護または保全を図る地域で病
院や大学、床面積が1,500m2以内
の店舗飲食店等は建築できます。

第2種中高層住居専用地域

準工業地域

主として環境の悪化をもたらす
恐れが無い工業の利便の増進を
図る地域です。

工業地域

主として工業の利便性増進を図
る地域で、学校、病院、ホテル
等は建築できません。

工業専用地域

工業の利便性を増進するための
地域で、どんな工場でも建てら
れますが、住宅や店舗等は建築
できません。

第1種住居地域

既成市街地にあって住環境を保
護するための地域であり、大規
模な店舗、事務所等の立地を制
限する必要のある地域です。

第2種住居地域

既成市街地にあって、ある程度
用途の混在を許容しつつ、主と
して住環境を保護する必要のあ
る地域です。

準住居地域

道路に面した地域で自動車関連
施設等の沿道に相応しい業務施
設の立地を許容しつつ、住環境
を保護する地域です。

田園住居地域

農業の利便の増進を図りつつ、
これと調和した低層住宅に係る
良好な住居の環境を保護するた
め定める地域です。

近隣商業地域

近隣の住民が日用品の買い物をす
る店舗やサービス業務を受けるた
めの施設の立地を図る地域です。

商業地域

都市の中心部等で、主として商
業、業務及び娯楽等の施設の集
中立地を図るべき地域です。



３／ 土地利用
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図１9：用途地域

県ホームページでは、市町が決定する用途地域の状況をGISで公表しています。

静岡県地理情報システム https://www.gis.pref.shizuoka.jp/

詳細な情報及び最新情報は、各市町の都市計画担当部局へご確認ください。

市街化調整区域

⑬工業専用地域

⑫工業地域

⑪準工業地域

⑤第1種住居地域

⑦準住居地域

①第1種低層住居専用地域

⑩商業地域

⑨近隣商業地域

⑥第2種住居地域

①第1種低層住居専用地域

②第2種低層住居専用地域

③第1種中高層住居専用地域

④第2種中高層住居専用地域

⑤第1種住居地域

⑥第2種住居地域

⑦準住居地域

⑧田園住居地域

⑩商業地域

⑪準工業地域

⑫工業地域

⑬工業専用地域

市街化調整区域

凡例

②第2種低層住居専用地域

③第1種中高層住居専用地域

④第2種中高層住居専用地域

⑨近隣商業地域

出典：静岡県地理情報システム

https://www.gis.pref.shizuoka.jp/
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図20：用途地域等における建築物の主要な用途制限
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域
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域
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種
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居
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域
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園
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準
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工
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用
地
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白
地
地
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備考

住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ①日常用品販売店舗、喫茶店、
理髪店及び建具等のサービス
業店舗のみ。2階以下。
②①に加えて物品販売店舗、
飲食店、損保代理店・銀行の
支店・宅地建物取引業等の
サービス業用店舗のみ。2階以
下。
③2階以下。
④物品販売店、飲食店を除く。
⑤農産物の販売等の店舗のみ。

兼用住宅で、非住宅部分の床面積が50m2以下かつ建築物

の延べ面積の2分の1以下のもの
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

店
舗
等

床面積が150m2以下のもの × ① ② ③ ○ ○ ○ ① ○ ○ ○ ○ ④ ○

床面積が150m2を超え、500m2以下のもの × × ② ③ ○ ○ ○ ⑤ ○ ○ ○ ○ ④ ○

床面積が500m2を超え、1,500m2以下のもの × × × ③ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ④ ○

床面積が1,500m2を超え、3,000m2以下のもの × × × × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ④ ○

床面積が3,000m2を超え、10,000m2以下のもの × × × × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ④ ○

床面積が10,000m2を超えるもの × × × × × × × × ○ ○ ○ × × ×

事
務
所
等

床面積が150m2以下のもの × × × ▲ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲2階以下

床面積が150m2を超え、500m2以下のもの × × × ▲ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○

床面積が500m2を超え、1,500m2以下のもの × × × ▲ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○

床面積が1,500m2を超え、3,000m2以下のもの × × × × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○

床面積が3,000m2を超えるもの × × × × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○

ホテル、旅館 × × × × ▲ ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ ▲3,000m2以下

遊
戯
施
設
等

ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、

バッティング練習場等
× × × × ▲ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○

▲3,000m2以下

カラオケボックス等 × × × × × ① ① × ○ ○ ○ ① ① ① ①10,000m2以下
▲客席200m2未満

麻雀屋、パチンコ屋、射的屋、馬券・車券販売所等 × × × × × ① ① × ○ ○ ○ ① × ①

劇場、映画館、演劇場、観覧場等 × × × × × × ▲ × ○ ○ ○ × × ①

キャバレー、個室付浴場等 × × × × × × × × × ○ ▲ × × ○ ▲個室付浴場等を除く

公
共
施
設
・
病
院
・
学
校
等

幼稚園、小学校、中学校、高等学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○

大学、高等専門学校、専修学校等 × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○

図書館等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

巡査派出所、一定規模以下の郵便局等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

神社、寺院、教会等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

病院 × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○

公衆浴場、診療所、保育所等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

老人ホーム、身体障害者老人ホーム等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

老人福祉センター、児童厚生施設等 ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲600m2以下

自動車教習所 × × × × ▲ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲3,000m2以下

工
場
・
倉
庫
等

単独車庫（附属車庫を除く） × × ▲ ▲ ▲ ▲ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲300m2以下2階以下

建築物附属自動車車庫
① ① ② ② ③ ③ ○ ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ①600m2以下1階以下

②3,000m2以下2階以下
③2階以下（一団地の敷地について別に制限あり）

倉庫業倉庫 × × × × × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○

畜舎（15m2を超えるもの） × × × × ▲ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲3,000m2以下

パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、畳屋、道具屋、自

転車店等で作業場の床面積が50m2以下
× ① ① ① ○ ○ ○ ② ○ ○ ○ ○ ○ ○

①2階以下。
②当該地域及びその周辺で生
産された農作物を原材料とす
る食品の製造又は加工を主と
する。2階以下。

農産物の生産、集荷、処理または貯蔵に供するもの × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

危険性や環境を悪

化させる恐れが

非常に少ない工場 × × × × ① ① ① × ② ② ○ ○ ○ ○ 原動機・作業内容の制限あり。
作業場の床面積
①50m2以下
②150m2以下

少ない工場 × × × × × × × × ② ② ○ ○ ○ ○

やや多い工場 × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○

危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそ

れがある工場
× × × × × × × × × × × ○ ○ ○

作業場の床面積
①50m2以下／②150m2以下
③300m2以下自動車修理工場 × × × × ① ① ② × ③ ③ ○ ○ ○ ○

火薬、石油類、ガ

スなどの危険物の

貯蔵・処理の量

量が非常に少ない施設 × × × ① ② ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ①1,500m2以下2階以下
②3,000m2以下

量が少ない施設 × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○

量がやや多い施設 × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○

量が多い施設 × × × × × × × × × × × ○ ○ ○

○ 建てられる用途 × 建てられない用途①②③④▲ 面積、階数等の制限あり
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用途地域 容積率（％） 建蔽率（％）

第一種低層住居専用地域 50  60  80  100  150  200 300  400  500 30  40 50  60 70  80

第二種低層住居専用地域 50  60  80  100  150  200 300  400  500  30  40 50  60 70  80

第一種中高層住居専用地域 50  60  80  100  150  200  300  400  500  30  40 50  60 70  80

第二種中高層住居専用地域 50  60  80  100  150  200  300  400  500  30  40 50  60 70  80

第一種住居地域 50  60  80  100  150  200  300  400  500  30  40 50  60 70 80

第二種住居地域 50  60  80  100  150  200  300  400  500  30  40 50  60 70 80

準住居地域 50  60  80  100  150  200  300  400  500  30  40 50  60 70 80

田園住居地域 50  60  80  100  150  200 300  400  500 30  40 50  60 70  80

近隣商業地域 50  60  80  100  150  200  300  400  500  30  40 50 60 70 80

商業地域
50  60  80  100  150  200  300  400  500  
600  700  800  1,000  1,100 1,200  1,300

30  40 50  60 70  80

準工業地域 50  60  80  100  150  200  300  400  500  30  40 50  60 70 80

工業地域 50  60  80  100  150  200  300  400 500 30  40 50  60 70 80

工業専用地域 50  60  80  100  150  200  300  400 500  30  40 50  60 70  80

都市計画区域内で用途地域
の指定がない地域

50 60  80  100  150 200  300  400 500 30  40 50  60 70  80

【容積率・建蔽率の計算例】

促
進
区
域

市街地再開発促進区

土地区画整理促進区域

住宅街区整備促進区域

拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域

4階建
10m2

敷地20m2

建蔽率
＝建築面積/敷地面積
＝10m2÷20m2=50%

容積率
＝延床面積/敷地面積
＝40m2÷20m2=200%

10m2

敷地20m2

建蔽率
＝建築面積/敷地面積
＝10m2÷20m2=50%

容積率
＝延床面積/敷地面積
＝20m2÷20m2=100%

図21：建築物の形態規制

容積率及び建蔽率の最高限度は、下表の中から選択して、市町が定めます。用途地域内の建築物の形態制限は、

容積率、建蔽率の他、建築基準法の規定による前面道路の幅員との関係で高さの制限を受ける「道路斜線制限」、

隣地境界線との関係で高さの制限を受ける「隣地斜線制限」や「北側斜線制限」、「日影制限」などがあります。

3)その他の地域地区

促進区域（法第10条の2）

促進区域は、地域地区等に関する都市計画が、

その目的に応じて建築物の建築や工作物の建設

等を規制し、より良好な土地利用を実現しよう

とするものであるのに対し、主として土地所有

者等に一定の土地利用を実現することを義務付

け、区域内の土地を、その性質に応じて積極的

に利用させることを目的とする区域です。促進

区域には、以下の4種類があります。

遊休土地転換利用促進地区
（法第10条の3）

市街化区域内の一定の条件に該当する低・未

利用地で、当該土地の有効かつ適切な利用を促

進することが都市の機能の増進に寄与するもの

について定め、低・未利用地の有効・高度利用

を促進する地区です。

被災市街地復興振興地域
（法第10条の4）

都市計画区域内における被災市街地の緊急か

つ健全な復興を図るために、土地区画整理事業

等の市街地開発事業や地区計画等の決定等、市

街地整備改善のための手法が講じられるまで、

必要最小限の建築行為の制限をすることを目的

とする地域です。

市町
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図22：地区計画の種類

地
区
計
画
等
（
都
市
計
画
法
第
12
条
の
4
）

沿道地区計画（幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条）

道路交通騒音の著しい幹線道路の沿線について、道路交通騒音により生ずる障害の防止と適正かつ合理的な土地利用を図る。

歴史的風致維持向上地区計画（地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第31条）

地域の伝統的技術により製造された工芸品等の物品の販売を主な目的とする店舗等の建築物等のうち歴史的風致の維持及び
向上のため整備すべき用途の建築物等の用途制限等の緩和を認める。

防災街区整備地区計画（密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条）

老朽化した木造住宅などが密集しかつ十分な公共施設がない区域について、地区レベルの道路等の公共施設の整備とその沿
道に耐火建築物を誘導する。

集落地区計画（集落地域整備法第5条）

集落地域の特性にふさわしい整備・保全を図ることが必要とされている地域について営農条件と調和のとれた良好な居住環
境の確保と適正な土地利用を図る。

【一般的な使い方】

【特別な使い方】

一般的な地区計画
（法第12条の5第1項）

再開発等促進区
（法第12条の5第3項）

開発整備促進区
（法第12条の5第4項）

道路、公園、街区における防災上必要な機能を確保するための避難施設、避難路、
雨水貯留施設等の配置及び規模、建築物の用途制限などを細かく定め、良好なまち
づくりを進める。

土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため建築物の用途制限、
容積率の最高限度、建蔽率の最高限度、建築物等の高さの最高限度を緩和する。

劇場、店舗、飲食店等の用途に供する大規模な建築物の整備による商業その他の業
務利便増進を図るため、用途を緩和し、低い容積率、広い敷地の開発を誘導する。

高度利用型
（第12条の8）

市街地の環境の向上を図るため、敷地内に空地を確保することで容積率を緩和する。

用途別容積型
（法第12条の9）

住宅について容積率を緩和し、住宅の供給を促進する。

街並み誘導型
（法第12条の10）

良好な街並みや居住環境を確保するため形態制限を緩和する。

立体道路制度
（法第12条の11）

道路の整備とあわせて道路の上空又は路面下において建築物等の整備を一体的に行
う。

4)地区計画等

地区計画は、都市全体の骨格を対象に計画さ

れる都市計画と個々の建築計画との中間的な位

置にあり、用途地域等の都市計画と調和を図り

ながら、地区の特性に応じたきめ細かいまちづ

くりのルールを定めるものです。また、計画策

定の段階から地区住民等の意向を十分に反映す

ることが義務づけられており、住民参加のまち

づくりを目指す手法でもあります。一般的な地

区計画は、スプロール化する恐れがある地域に、

道路、公園、広場などの地区施設をあらかじめ

定めることにより良好な開発を誘導したり、市

街地開発事業などを行っている地区で建築物の

用途、壁面位置の制限、敷地規模を定めるなど、

将来にわたって、良好な環境を確保することを

目的としています。

地区計画（都市計画法第12条の5）

誘導容積型
（法第12条の6）

2段階の容積率を定め、公共施設が整備されたところから、高いほうの容積率を適用
する。

容積適正配分型
（法第12条の7）

区域内の容積率を適正に配分する。

市町
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一般的な地区計画の内容は下の表に示すとおりです。地区整備計画は、都市計画区域内の道路や建物について、

計画事項の内からそれぞれの地区に必要なことを選んで決定します。

地区計画 建築協定

根拠法 都市計画法 建築基準法

決定主体 市町 区域内住民

対象区域 • 用途地域が定められている区域
• 用途地域が定められていない区域で、都市計画

法第12条の5第1項第2号に該当する区域

• 全域（都市計画区域外を含む）

内容 以下の事項を都市計画決定
①地区計画の目標
②地区計画の方針
③方針に基づく地区整備計画（道路、公園等の配
置、建築物やその敷地等の制限）

以下の事項を協定として定める
①建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠
又は建築設備に関する基準

②区域
③有効期限
④違反があった場合の措置

決定手続き 市町→公聴会又は縦覧→利害関係者意見書→案の縦
覧→住民等意見→都市計画審議会→知事同意又は協
議→都市計画決定告示

区域内住民（全員合意）→公告縦覧→公開の意見の
聴取→特定行政庁の認可→公告

建築物の規制 • 土地の区画形質の変更、建築物の用途等の変更
を行う者は、市町に届出をしなければならない。

• 届出内容が地区計画に適合しない場合は、市町
長は設計の変更等の勧告ができる。

• 建築条例を併せて策定すると、建築確認の上載
基準とすることもできる※。

• 通常は、協定運営委員会で自主的に審査、規制
する。

• 違反者に対しては協定運営委員会で措置し、従
わないときは裁判所へ出訴できる。

適用期限 期間期限なし 協定で定める

【地区計画と建築協定の比較】

地区計画

地区計画の方針

地区整備計画

まちづくりの全体構想で定めるものであり、地区計画の目標や整備、開発
及び保全の方針を定めます。

まちづくりの具体的内容を定めるものであり、「地区計画の方針」に従っ
て、地区計画区域全域または一部に、建築物等に関する制限や、道路・公
園・広場等の配置を定めます。

地区整備計画は次のうち、必要なものを定めます。
１地区施設の配置及び規模

地区施設とは、道路、公園、緑地、広場など

２建築物やその敷地等に関すること
ア.建築物等の用途の制限
イ.容積率の最高限度又は最低限度
ウ.建蔽率の最高限度
エ.建築物の敷地面積の最低限度
オ.建築面積の最低限度
カ.建築物の敷地の地盤面の高さの最低限度
キ.壁面位置の制限
ク.壁面後退区域における工作物の設置の制限
ケ.建築物の居室の床面の高さの最低限度
コ.建築物等の高さの最高限度又は最低限度
サ.建築物等の形態又は意匠の制限
シ.建築物の緑化率の最低限度
ス.垣又は柵の構造の制限

３その他、土地利用の制限
・現存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するために必要のも

のの保全に関する事項
・現存する農地で、農業の利便の増進と調和した良好な居住環境を確保

するために必要なものの保全に関する事項

※市街化調整区域においては、イ.容積率の最低限度、オ.建築面積の最低
限度、コ.建築物の高さの最低限度は定められません。

【地区整備計画】

敷地面積の制限

垣・柵の制限

壁面の位置の制限
（1m後退等）

用途、容積率、建蔽率、建築
面積、高さ、形態意匠（屋根
勾配、色彩等）の制限

図23：地区計画の内容

※地区計画の区域内に建築物の建築など
を規制する措置について、市町が定め
る条例により、建築基準法の規定が適
用される。

地区計画 都市計画法 届出・勧告（是正措置は行政指導）

建築基準法 建築条例なし（建築確認対象外）

建築条例あり（建築確認対象）
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４

都市施設とは、円滑な都市活動と良好な都市

環境を確保するとともに将来の土地利用や交通

体系等が調和したまちづくりを進めるため、都

市計画区域において適切な規模を適正に配置す

るもので、次に挙げる施設のうち必要なものを

都市計画で定めます。なお、特に必要があると

きは、都市計画区域外においてもこれらの施設

を定めることができます。

図24：都市施設の種類と内容

都市施設の種類 都市施設の内容 都市計画に定めるべき事項

交通施設

道路 種別・車線の数その他の構造

都市高速鉄道 構造

駐車場 面積・構造

自動車ターミナル 種別・面積

その他の交通施設 面積

公共空地
公園 種別・面積

緑地・広場・墓園等 面積

供給施設又は処理施設

供給施設（水道・電気供給施設・ガス供給施
設・地域冷暖房施設等）／処理施設（汚物処理
場、ごみ焼却場、ごみ処理場）

面積

下水道 排水区域

水路 河川、運河等 構造

教育文化施設 学校・図書館・研究施設・博物館・美術館等 面積

医療施設又は社会福祉施
設

医療施設（病院、保健所、診療所、助産所）、
福祉施設（保育所、乳児院、母子寮、養護老人
ホーム等）

面積

市場、と畜場、火葬場 市場、と畜場、火葬場 面積

一団地の住宅施設 一団地における50戸以上の集団住宅及びこれら
に附帯する道路その他施設

面積、建蔽率の限度、容積率の限度、住宅の低層、
中層又は高層別の予定、戸数、公共施設、公益的
施設及び住宅の配置の方針

一団地の官公庁施設 一団地の国家機関又は地方公共団体の建築物及
びこれらに附帯する通路その他の施設

面積、建蔽率の限度、容積率の限度、公共施設、
公益的施設及び住宅の配置の方針

一団地の
都市安全確保拠点施設

溢水、湛水、津波その他の自然現象による災害
が発生した場合における居住者等の安全を確保
するための拠点となる一団地の特定公益的施設
及び公共施設

特定公益的施設及び公共施設の位置及び規模／高
さの最高限度もしくは最低限度、容積率の最高限
度もしくは最低限度、建蔽率の最高限度

流通業務団地 流通業務地区内において、法律に定める一定条
件に該当する土地の区域で定める。

流通業務施設の敷地の位置及び規模、公共施設及
び公益的施設の位置及び規模、建蔽率、もしくは
容積率、建築物の高さ又は壁面の位置の制限

一団地の津波防災拠点
市街地形成施設

津波防災地域づくりに関する法律第2条第15項に
規定する一団地の津波防災拠点市街地形成施設

住宅施設、特定業務施設又は公益施設及び公共施
設の位置及び規模／建築物の高さ、建蔽率の最高
限度、容積率の限度

一団地の復興拠点
市街地形成施設

大規模災害からの復興に関する法律第2条第9号
に規定する一団地の復興拠点市街地形成施設

住宅施設、特定業務施設又は公益施設及び特定公
共施設の位置及び規模／建築物の高さ、建蔽率の
最高限度、容積率の限度

その他政令で定める施設 電気通信施設、防風・防火・防水・防雪・防
砂・防潮の施設

都市施設とは

※種類、名称、位置、区域については、各都市施設に共通に定める



４／ 都市施設
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図25：県内の都市施設の事例

交通施設｜都市高速鉄道（浜松市：遠州鉄道）
都市の通勤・通学その他の日常生活に必要な交通を処理し、道路と

ともに大量輸送機関として重要な役割を果たしています。

交通施設｜交通広場（静岡市：安倍川駅西口交通広場）
交通結節点等において、他の道路における歩道等と連携し、歩行者

空間と車両通行空間を形成しています。

処理施設｜終末処理場（函南町：狩野川東部浄化センター）
下水を最終的に処理して公共用水域または海域に放流するために設

けられる施設です。

処理施設｜ごみ焼却場（三島市：三島市清掃センター）
都市から排出される一般ごみを埋め立て処分するにあたって焼却し

て減量化、無公害化等させるための施設です。

教育文化施設｜学校（静岡市：静岡県立大学）
教育文化施設は、文化的なまちづくりを進めるための施設です。

市場｜市場（浜松市：浜松市中央卸売市場）
市場は、野菜、果物、魚類、肉類などの生鮮食品等の卸売活動をす

るための施設です。

火葬場｜火葬場（島田市：島田市斎場）
火葬場は、都市生活を営む上で、欠くことのできない施設で、閑静

な場所に計画されます。

一団地の官公庁施設｜（静岡市：県庁付近）
一団の官公庁施設は、効率性や利便性の向上のため、一箇所に国家

機関又は地方公共団体の建築物等を集中配置するものです。
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1)交通施設

交通施設は、利用者の利便性、効率的な交通

処理、良好な都市環境などの観点から、公共交

通、自動車、鉄道などの交通機関が適切に役割

分担した交通体系が確立されるよう、都市計画

道路や都市計画都市高速鉄道などを総合的・一

体的に定めるものです。

都市計画道路は、円滑な移動を確保するため

の交通機能、都市環境・都市防災等の面で良好

な都市空間の形成や供給処理施設等の収容機能、

都市構造を形成し街区を構成するための市街地

形成機能などを有しています。

図26：道路網構成のイメージ

図27：都市計画道路の分類と機能

道路の区分 道路の機能等

自動車専用道路

自動車専用道路は、自動車のみの通行の用に供される道路で、高い設計速度を設定し、交通容量を

大きくするため、車両の出入りはインターチェンジ等のみに制限することが多く、高架、掘割やト

ンネル等の構造形式で計画、整備されることが一般的です。

幹線街路

主要幹線街路

主要幹線街路は、都市間交通や通過交通など比較的長距離の交通に対応する道路です。このような

交通を効率的に処理するために、主要幹線街路は単純な道路網で構成し、格子状や放射環状型で計

画されます。主要な交差点は立体交差であるなど、大きな交通量を処理するような比較的高い規格

で計画します。

都市幹線街路

都市幹線街路は、都市内の主要幹線街路で囲まれた地域内の鉄道駅や流通センター等の交通発生源

を連絡するなど、都市内の交通を受け持つとともに、主要幹線街路で囲まれた地域を超える移動距

離の長い交通を、主要幹線道路に結ぶよう計画されます。都市幹線街路は主要幹線街路と同様の格

子状に計画されることが多く、まとまりのある住宅地を構成するよう、都市部ではおよそ500m、住

宅地地区でおよそ1000m間隔で配置されます。

補助幹線街路
補助幹線街路は、近隣地区の都市幹線街路と区画街路を連絡し、これらの交通を集散させる機能を

持っています。補助幹線街路には通過交通が流入しないように配慮します。

区画街路
区画街路は、近隣住区内の生活道路として沿道宅地にサービスを提供する道路です。このため通過

交通を排除するよう直接幹線街路に接続しないように配置します。

特殊街路
特殊街路は、歩行者専用道路や自転車歩行者専用道路、都市モノレール専用道路等の自動車交通以

外の交通の用に供する道路です。

都市計画道路の整備水準は、それぞれの都市の実状に応じて設定していくことが望ましいと考えられます。

なお、昭和58年都市計画中央審議会中間答申で示された、都市計画道路（都市幹線街路／補助幹線街路）の整備水

準は下表のとおりです。

（昭和58年5月 都市計画中央審議会中間答申）

住宅地 商業地 工業地 市街地平均

4.0km/km2 5.0～7.0km/km2 1.0～2.0km/km2 3.5km/km2

図28：都市計画道路の整備水準

都市計画道路のネットワークは、自動車専用道路、幹線
街路、区画街路等で構成されます。一般的な配置モデルは
下記のようになります。

IC 自動車専用道路

A市
市街地

都市幹線街路

主要幹線街路

概ね1km

概
ね
1
k
m

補助幹線街路

区画街路
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図29：都市計画道路の名称について

○・□・△ 路線名
↑
区分

↑
規模

↑
一連番号

例）3・4・26 金岡浮島線

幹線街路 代表幅員20m

【名称】

＜区分【○】＞

１：自動車専用道路
３：幹線街路（主要幹線・都市幹線・補助幹線）
７：区画街路
８：特殊街路（歩行者専用道・自転車専用道・自転車歩行者道）
９：特殊街路（都市モノレール専用道路等）
10：特殊街路（路面電車同）

＜規模：幅員の範囲（代表幅員）【□】＞

１：幅員40m以上
２：幅員30m以上40m未満のもの
３：幅員22m以上30m未満のもの
４：幅員16m以上22m未満のもの
５：幅員12m以上16m未満のもの
６：幅員8m以上12m未満のもの
７：幅員8m未満のもの

＜一連番号【△】＞
当該都市計画区域ごとの一連番号

４／ 都市施設

出典：静岡県地理情報システム

3・2・1 中央幹線

3・3・9 八幡原線

3・4・26 金岡浮島線

3・3・22 片浜池田線

1・4・1 東駿河湾環状線

7・7・3 高架側道4号線

3・4・21 片浜西沢田線
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3・2・1 中央幹線

3・3・9 八幡原線

3・4・26 金岡浮島線

3・3・22 片浜池田線

1・4・1 東駿河湾環状線

7・7・3 高架側道4号線
3・4・21 片浜西沢田線
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中央帯

2.0

歩道

1.5

植樹帯
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2.0
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2.0
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3.0

右折車線

図30：都市計画道路のイメージ
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自動車専用道路
1・2・2 第二東名自動車道

幹線街路（主要幹線街路）
3・2・1 中央幹線

幹線街路（都市幹線街路）
3・3・9 八幡原線

幹線街路（補助幹線街路）
3・3・16 七通線

区画街路
7・7・1 川廓通り線

特殊街路
8・7・3 中央公園香貫線

図31：都市計画道路の標準的な幅員構成

2車線道路の例
（単位：m）

(20.0)
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(2.0)
0.5

（停車帯）
路肩

(2.0)
0.5

（停車帯）
路肩

※( )は、停車帯が必要な場合

＜一般部＞

＜交差点部＞

4車線道路の例
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歩道

1.5

植樹帯

0.5

路肩

3.25
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3.25
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2.0

中央帯

2.0
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1.5

植樹帯

0.5

路肩

3.25

車線

3.25

車線

2.0

自転車道

2.0

自転車道

＜一般部＞

＜交差点部＞

3.0

車線

3.0

右折車線

20.0

1.5

自転車
通行帯

3.0

車線

1.5

自転車
通行帯

20.0

1.5

植樹帯

2.0

歩道

2.0

歩道

1.5

植樹帯

0.5

路肩

0.5

路肩

※既決定道路を変更する場合はこれに限らない
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2)都市計画公園・緑地

都市計画公園は、都市住民が休息、運動、レ

クリエーション等を行う場であるとともに、都

市の景観の向上や災害時の避難地、動植物の生

息地等さまざまな役割をもっており、身近な街

区公園から大規模公園までさまざまな種類があ

ります。

緑地は都市の自然的環境の保全、改善及び都

市景観の向上や住居地域等を公害・災害の発生

源地域と分離遮断したり、公園や学校、駅等を

有機的に結ぶなどの役割を持っています。

図33：公園の種類及び水準

４／ 都市施設

街区公園（沼津市）
2・2・66 沼津市岡宮1号公園

運動公園（静岡市）
6・5・1 草薙総合運動公園

近隣公園（焼津市）
3・3・9 清見田公園

風致公園（沼津市）
7・5・3  我入道公園

総合公園（藤枝市）
5・5・2 蓮華寺池公園

緑地（清水町）
4 柿田川緑地

図32：都市計画公園の配置イメージ

写真提供：鹿島・木内・鈴与特定建設工事企業体

種別 標準面積 主な利用対象

街区公園 0.25ha 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園

近隣公園 2ha 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園

地区公園 4ha 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園

総合公園 10ha以上
主として一の市町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等
総合的な利用に供することを目的とする公園

運動公園 15ha以上 主として運動の用に供することを目的とする公園

広域公園 50ha以上
一の市町の区域を超える広域の区域を対象とし、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等
総合的な利用に供することを目的とする公園

特殊公園
ア）主として風致の享受に供することを目的とする公園。
イ）動物公園、植物公園、歴史公園その他特殊な利用を目的とする公園。
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図34：都市計画公園の名称について

【名称】
○・□・△ 公園名
↑
区分

↑
規模

↑
一連番号

例）5・5・2 駿府城公園

総合公園 面積17.8ha

＜区分【○】＞ ＜規模：【□】＞ ＜一連番号【△】＞

２：街区公園
３：近隣公園
４：地区公園
５：総合公園
６：運動公園
７：特殊公園（風致公園）
８：特殊公園（動物公園、植物公園、歴史公園等）
９：広域公園

２：面積1ha未満
３：面積1ha以上4ha未満のもの
４：面積4ha以上10ha未満のもの
５：面積10ha以上50ha未満のもの
６：面積50ha以上300ha未満のもの
７：面積300ha

当該都市計画区域ごとの一連番号

2・3・20 安倍川公園

2・2・83 田町北公園

2・2・2 田町公園

2・2・20 新富公園

2・2・21 安倍川町公園

2・2・92 寿公園

2・2・29 南安倍公園

2・2・19 駒形第二公園

3・3・4 馬淵公園

2・3・15 高松公園

2・2・75 高松花咲公園

2・2・18 下島公園

2・2・121 中島公園

2・2・69 有明公園

8・3・1 登呂公園

2・2・76 高松若宮公園

2・2・90 さつき公園
3・3・12 森下公園

5・4・3 八幡山公園

5・5・2 駿府城公園

2・2・7 伝馬町公園

3・3・13 常盤公園

2・2・6 新通公園

2・2・12 住吉公園

2・2・26 番町公園

2・2・16 通車公園

2・2・33 北番町公園

3・3・11 安西公園 5・4・7 城北公園

3・3・7 賎機山公園

2・2・5 西草深公園

2・2・100 安東二丁目公園

2・2・21 青木の杜公園

2・2・4 鷹匠公園

2・2・39 音羽公園

2・2・43 水落公園

2・2・36 城東公園

2・2・15 安東公園

出典：静岡県地理情報システム

5・5・2 駿府城公園

5・4・7 城北公園3・3・7 賎機山公園

2・2・33 北番町公園

2・2・20 新富公園

2・2・83 田町北公園

2・2・2 田町公園

2・3・20 安倍川公園

2・2・21 安倍川町公園

2・2・12 住吉公園

3・3・11 安西公園

2・2・5 西草深公園

2・2・100 安東二丁目公園

2・2・21 青木の杜公園

2・2・7 伝馬町公園
3・3・13 常盤公園

2・2・6 新通公園

2・2・19 駒形第二公園

2・2・26 番町公園

2・2・16 通車公園

2・2・92 寿公園

3・3・4 馬淵公園

2・2・29 南安倍公園

2・2・90 さつき公園

3・3・12 森下公園

5・4・3 八幡山公園

2・2・69 有明公園

8・3・1 登呂公園

2・2・76 高松若宮公園

2・3・15 高松公園

2・2・75 高松花咲公園

2・2・18 下島公園2・2・121 中島公園

2・2・4 鷹匠公園

2・2・39 音羽公園

2・2・43 水落公園

2・2・36 城東公園

2・2・15 安東公園
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下水道は以下のように分類されます。

下水道法上の下水道 公共下水道 公共下水道

下水道については、生活環境の改善、水質の保全、浸水の防除等都市活動を支える上で必要不可欠な施設であり、

積極的に都市計画に定めるべき施設です。市街化区域においては少なくとも下水道計画を定め、市街化調整区域に

おいても、下水道それ自体では市街化を促進するおそれが少ないと考えられるので、現に集落があり生活環境を保

全する必要がある場合等については最小限の排水区域を定めることができます。

上位計画

基礎調査

全体計画

基本構想

関連計画

事業計画

事業着手

・都市計画マスタープラン
・流域別下水道整備総合計画 等

・静岡県環境基本計画
・静岡県生活排水処理長期計画 等

各自治体の下水道の基本方針

都市計画決定

下水道法・都市計画法の事業認可

４／ 都市施設

図36：下水道の種類

3)下水道

「下水道」とは、雨水を流す雨水管、汚水を

下水処理場まで運ぶ汚水管及び運ばれてきた汚

水を処理する終末処理場等の都市施設の総称で

す。

図35：下水道とは

下水

汚水

家庭排水

工場排水

雨水

都市下水路

特定公共下水道

特定環境保全公共下水道
流域下水道

市街化区域以外の区域において設置され
る自然保護下水道、農山漁村下水道、簡
易な公共下水道をいう。

主として単独市町村の市街地における下水道の
ことで、終末処理場を有するもの。設置及び管
理は、原則として市町村が行う。

主として市街地の雨水排水を目的とするもので、
その構造は開きょを原則としており、終末処理
場を有していない。

２つ以上の市町村の区域にわたり下水道を一体
的に整備することが効率的・経済的な場合に実
施する下水道施設で、設置及び管理は、原則と
して都道府県が行う。

主として市街地における下水を排除し、
処理するための下水道のうち、終末処理
場を有するもの。

特定の事業者の事業活動に主として利用
される下水道

図37：下水道計画



市街地開発事業は、都市計画で定められた土

地利用計画を計画的に誘導し、秩序ある市街地

を形成するため、道路、公園、下水道等の公共

施設と宅地の整備を、面的な広がりをもった区

域で総合的、一体的に行う事業です。

1)土地区画整理事業

土地区画整理事業は、都市基盤が未整備な市

街地を、健全な市街地にするため、土地の交換

分合整頓（換地）により、道路、公園などの公

共施設の整備とともに宅地の区画形状を整える

事業です。区域内の土地を、権利者が利用価値

増進の範囲内で、公共施設用地等に必要な土地

を公平に供給する（減歩）仕組みを持った事業

です。

この事業は、計画的に市街地形成を実現する

上で有効かつ最良の方法であるので、「都市計

画の母」とも呼ばれています。

2)市街地再開発事業

市街地再開発事業は、低層で老朽化した建物

が密集し、公共施設が不足していることなどに

より、生活環境が悪化し、活力が失われた市街

地において、敷地の共同利用、高度利用により、

建築物の不燃化、共同化を行うとともに道路、

駅前広場等オープンスペースを確保し、快適で

安全な街につくりかえる事業です。土地区画整

理事業が減歩・換地という平面的整備手法であ

るのに対し、市街地再開発事業は、関係権利者

の従前の土地、建物等に関する権利を再開発ビ

ルの床等に関する権利に変換する立体的整備手

法です。

市街地再開発事業には、権利変換方式による

第一種事業と、用地買収方式による第二種事業

とがあります。

市街地開発事業
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図38：土地区画整理事業のしくみ

市街地開発事業とは

土地区画整理事業（浜松市）
西美薗西土地区画整理事業

市街地再開発事業（藤枝市）
藤枝駅前１丁目８街区



５／市街地開発事業
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図39：土地区画整理事業の流れ
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1)開発許可制度の目的

都市計画法に基づく開発許可制度は、都市の

周辺部における無秩序な市街化を防止するため、

都市計画区域を計画的な市街化を促進すべき市

街化区域と原則として市街化を抑制すべき市街

化調整区域に区分した線引き制度を担保するこ

と、また都市計画区域の内外を問わず、一定規

模以上の開発行為について公共施設や排水設備

等必要な施設の整備を義務付け、良質な宅地水

準を確保することを目的としています。

2)開発許可制度の対象等

上記の目的を達成するため、開発行為をしよ

うとする者は開発許可を受けなければならない

ほか、市街化調整区域において開発許可を受け

た区域以外で行う建築行為や、開発許可を受け

た区域内で行う予定外建築物の建築等も許可の

対象としています。

なお、一定の開発行為等については、その内

容、規模等によって許可が不要とされています。

(1)開発行為とは（法第４条第12項）

主として、建築物の建築又は特定工作物（コ

ンクリートプラントやゴルフ場など）の建設の

用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を

いいます。

具体的には、道路、生垣等の設置による「区

画の変更」、切土、盛土又は整地による「形状

の変更」、宅地以外の土地を宅地として利用す

る「性質の変更」が該当します。

(2)開発行為の許可の対象となる規模

（法第29条第1項第1号、第2項）

3)開発許可の基準

技術基準（法第33条第１項）

法第33条は、いわゆる技術基準を定めた規定

であり、良好な市街地の形成を図る為、宅地に

一定の水準を保たせようとすることを狙いとす

るものです。

図41：開発行為の許可の対象となる規模

図42：法第33条第1項各号

開発許可制度

区分 開発規模

市街化区域 1,000㎡以上（※）

市街化調整区域 全て必要

非線引都市計画区域
及び準都市計画区域

3,000㎡以上（※）

都市計画区域及び
準都市計画区域外

10,000㎡以上

号 趣 旨

１号 用途地域等との適合性

２号 道路、公園、緑地等の公共空地の確保

３号 排水施設の適正配置

４号 給水施設の適正配置

５号 地区計画等に関する基準

６号 公益的施設の配置

７号 宅地の防災、安全措置

８号 災害危険区域等の除外

９号 樹木の保全、表土の保全等

10号 緩衝帯の配置

11号 輸送施設に関する基準

12号 申請者の資力信用

13号 工事施工者の能力

14号 関係権利者の同意

※条例により300㎡まで引き下げ可能



立地基準（法第34条）

市街化調整区域において行う開発行為は、法

第33条に定める基準（技術基準）に適合しなけ

ればならないことに加え、法第34条各号のいず

れか（立地基準）に該当するものでなければな

りません。

開発許可の特例（法第34条の2）

国又は都道府県等（政令指定都市及び施行時

特例市（以下「政令指定都市等」という。）若

しくは事務処理市町又はこれらが組織に加わっ

ている一部事務組合等を含む。）が行う開発行

為については、当該国の機関又は都道府県等と

開発許可権者（県知事、政令指定都市等の長、

事務処理市町の長）との協議が成立することを

もって、開発許可があったものとみなされます。

4)開発許可権者

知事、政令指定都市等の長は、都市計画法に

基づき、開発許可権限を有しています。

また、政令指定都市等以外の市町には、静岡

県事務処理の特例に関する条例により知事の開

発許可権限を移譲しています。

図43：立地基準（法第34条各号）

６／ その他の制度
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図44：許可権者の区分

許可権者 担当する市町

知事 ●非線引き市町
下田市、南伊豆町、河津町、
東伊豆町、吉田町、森町

●全域都市計画区域外の市町
松崎町、西伊豆町、川根本町

政令指定都市及び
施行時特例市の長

●線引き市町
静岡市、浜松市、沼津市、富
士市

事務処理市町の長 ●線引き市町
伊豆の国市、三島市、
御殿場市、裾野市、富士宮市、
焼津市、藤枝市、磐田市、湖
西市、函南町、清水町、長泉
町、小山町

●非線引き市町
熱海市、伊東市、伊豆市、島
田市、牧之原市、菊川市、御
前崎市、掛川市、袋井市

号 趣 旨

1号
主として当該開発区域の周辺の地域にお
いて居住している者の利用に供する公共
公益施設又は日用品店舗

2号
鉱物資源・観光資源等の有効利用上必要
な施設

3号
温度等特別な条件で政令で定めるもの
（政令なし）

4号
農林水産物の処理・貯蔵・加工のための
施設

5号 農林業等活性化基盤施設

6号
県が国等と助成する中小企業の共同化・
集団化のための施設

7号
既存工場と密接な関連を有するもので事業
活動の効率化を図るための施設

8号 危険物の貯蔵又は処理のための施設

8号の2 災害危険区域等から同一用途での移転

9号 沿道サービス施設・火薬類製造所

10号 地区計画又は集落地区計画に適合する施
設

11号
条例で指定した市街化区域に隣近接する区
域で行う開発行為で、予定建築物の用途が
条例で定めるものに該当しないもの

12号
市街化を促進するおそれがない等と認めら
れる条例で定める区域、目的又は予定建築
物の用途に適合する開発行為

13号 既存権利の届出に基づく開発行為

14号
開発審査会の議を経て市街化を促進するお
それがない等と認める開発行為
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1)立地適正化計画制度

これからのまちづくりは、人口の急激な減少

と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代に

とって、安心できる健康で快適な生活環境を実

現すること、財政面及び経済面において持続可

能な都市経営を可能とすることが大きな課題で

す。こうした中、医療・福祉施設・商業施設や

住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめと

する住民が公共交通によりこれらの生活利便施

設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども

含めて都市全体の構造を見直し、『コンパク

ト・プラス・ネットワーク』の考えで進めてい

くことが重要です。

このため、都市再生特別措置法（平成26年）

が改正され、行政と住民や民間事業者が一体と

なったコンパクトなまちづくりを促進するため、

立地適正化計画制度が創設されました。

2)立地適正化計画の記載内容

立地適正化計画には、区域を記載するほか、

基本的な方針、その他必要な事項を記載します。

【策定主体】市町村が、単独で又は共同して作成

【立地適正化計画の区域】立地適正化計画の区域

は、都市計画区域内でなければならず、都市計画区域

全体とすることが基本となります。また、立地適正化

計画区域内に居住誘導区域と都市機能誘導区域を定め

ることが必要です。

【基本的な方針】計画により実現を目指すべき将来

の都市像を示すとともに、計画の総合的な達成状況を

的確に把握できるよう、定量的な目標を設定すること

が望ましいです。

居住誘導区域｜人口減少の中にあっても一定エリア

において人口密度を維持することにより、生活サービ

スやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を

誘導すべき区域です。計画には、居住誘導区域内の居

住環境の向上、公共交通の確保等、居住の誘導を図る

ために、財政上、金融上、税制上の支援措置を記載す

ることができます。また、区域外の一定規模以上の住

宅開発等は、市町村長への届出が義務付けられます。

なお、災害レッドゾーン（土砂災害特別警戒区域、津

波災害特別警戒区域、災害危険区域（崖崩れ、出水

等）、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域）は

居住誘導区域から原則除外します。

都市機能誘導区域｜医療・福祉・子育て支援・商業

といった施設等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠

点に誘導し集約することによりこれら各種サービスの

効率的な提供を図る区域です。計画には、都市機能の

誘導を図るために、財政上、金融上、税制上の支援措

置を記載することができ、計画において様々な施策を

事前に明示することにより、民間事業者がその中から

活用可能な施策を選択することができるようになり、

結果として、都市機能の誘導が図られることになりま

す。また、区域外の誘導施設整備等は、市町村長への

届出が義務付けられます。なお、原則として都市機能

誘導区域は、居住誘導区域の中に定めます。

誘導施設｜都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべ

き都市機能増進施設（居住者の共同の福祉や利便性の

向上を図るために必要な施設であって、都市機能の増

進に著しく寄与するもの）です。計画には、誘導施設

の立地を図るために必要な事業等を記載することがで

きるため、誘導施設のみならず、周辺の基盤整備をは

じめ、必要な事業を合わせて記載することが考えられ

ます。必要な事項を記載した立地適正化計画を国土交

通大臣へ提出することで、都市再生整備計画とみなさ

れ、都市再生法第47条２項の交付金等の交付等を受け

ることができます。また、誘導施設を休止又は廃止し

ようとする場合には、市町村長への届出が義務付けら

れます。

防災指針｜居住や都市機能の誘導を図る上で必要と

なる都市の防災に関する機能の確保を図るための指針

です。当該指針に基づく具体的な取組と併せて立地適

正化計画に定めます。防災指針の検討に当たっては、

災害発生により想定されるリスクを適切に確認するこ

とが必要です。

立地適正化計画
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3)立地適正化計画の意義と役割

●都市全体を見渡したマスタープラン

立地適正化計画は、都市全体の観点から、居

住機能や医療・福祉・商業等の都市機能の立地、

公共交通の充実等に関する包括的なマスタープ

ランとして作成するものです。このため、立地

適正化計画は、市町村都市計画マスタープラン

の一部とみなされます。

また、公共交通施策、商業施策、住居施策、

医療福祉施策、農業施策など多様な分野との連

携が求められ、部局横断的に検討を進めること

が重要です。

●都市計画と民間施設誘導の融合

人口が減少に転じ、民間の投資意欲が弱くな

る中では、将来の都市像を明示し、財政・金

融・税制等の経済的なインセンティブにより、

計画的な時間軸の中でコンパクトシティに向け

て誘導することが重要です。立地適正化計画は、

包括的なマスタープランと財政・金融・税制等

による支援措置とを結びつける役割を果たすも

のです。

●市街地空洞化防止のための新たな選択肢

区域区分の導入という強力なコントロール手

法、用途地域や特別用途地区、区域区分を行っ

ていない市町村の白地地域における特定用途制

限地域の設定という従来からの土地利用規制の

ほかに、立地適正化計画を作成してインセン

ティブを講じるという緩やかなコントロール手

法が選択できるようになります。

●都市計画と公共交通の一体化

持続可能な都市の形成のためには、都市全体

の構造を見直し、コンパクトなまちづくりとこ

れと連携した公共交通ネットワークの形成が重

要です。このため、交通事業者等との関係者と

連携のもと、公共交通、徒歩、自転車等に関す

る交通施設の整備等について総合的に検討し、

居住の誘導のために講ずべき公共交通の確保等

の施策を計画に記載することが望ましいとされ

ています。

●災害リスクと防災まちづくり

防災まちづくりを推進するためには、災害リ

スクの高い地域について、新たな立地抑制を図

るため居住誘導区域から原則除外を徹底すると

ともに、居住誘導区域に残存する災害リスクに

対しては、立地適正化計画に防災指針を定め計

画的かつ着実に必要な防災・減災対策に取り組

むことが必要です。

図45：立地適正化計画の概要図

図46：立地適正化計画作成の流れ

立地適正化計画の対象区域
＝都市計画区域

市街化区域

居住誘導区域
※区域外の居住の
緩やかなコントロール

都市機能誘導区域
※区域外の都市機能立地の
緩やかなコントロール

誘導施設

公共交通網

居住調整区域

市町都市再生協議会の設置（任意）
（既存の法定協議会の活用可能）

公聴会・ワークショップ・アンケート等による住民意見の聴取

市町都市計画審議会の意見聴取

立地適正化計画案の作成

立地適正化計画の作成・公表
県への送付

誘導施設の整備に関する事業について
立地適正化計画に記載し、
交付金を活用する場合には、
国へ計画を提出

事業・施策の実施

計画の達成状況の評価
市町都市計画審議会への報告

必要に応じて、計画を見直し

反映



・事業者の代わりに、都市計画を定める都道府県等が手続きを行います。

・環境アセスメントの手続きは、都市計画を定める手続きとあわせて行われます。

・環境アセスメントの結果は、都市計画にも反映されます。

事業が都市計画に定められる場合の特例
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1)環境影響評価の概要

環境影響評価とは、土地の形状の変更、工作

物の新設その他これらに類する事業を行う者が、

その事業の実施に当たり、あらかじめその事業

が環境へ与える影響について自ら適正に調査、

予測及び評価を行い、その結果に基づき、その

事業の実施に際し環境の保全について適正に配

慮しようとするものです。

環境影響評価法が平成9年6月13日に制定され、

平成11年6月12日から施行されています。また、

環境影響評価法の施行にあわせ、静岡県の快適

な環境と優れた自然環境を次の世代に引き継い

でいくための静岡県環境評価条例も平成11年6月

12日から施行されています。どちらが適用され

るかは図47のとおりです。

なお、第２種事業に係る環境影響評価実施要

否の判定は、環境影響評価法、静岡県環境影響

評価条例それぞれ別に行われますので、注意が

必要です。

環境影響評価の対象となる施設が都市計画と

して定められる場合、都市計画決定権者が、事

業者に代わり、都市計画の決定又は変更手続き

に合せて環境影響評価その他の手続きを行うこ

ととなります。

図47：環境影響評価（環境アセスメント）の対象となる事業

環境影響評価（環境アセスメント）
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※第１種事業・・・環境アセスメント必須
※第２種事業・・・環境アセスメントの要否を個別判定 出典：県生活環境課パンフレット



対象事業

環境影響評価法 静岡県環境影響評価条例

第1種事業 第2種事業 第1種事業 第2種事業 特定
地域

道路の建設 高速自動車国道 すべて － － － －

高規格幹線道路 － － すべて － －

一般国道等 車線数4以上かつ長さ10km以上 車線数4以上かつ長さ7.5km以上 車線数4以上かつ長さ10km以上 車線数4以上かつ長さ7.5km以上 ※

林道 幅員6.5m以上かつ長さ20km以上 幅員6.5m以上かつ長さ15km以上 幅員6.5m以上かつ長さ20km以上 幅員6.5m以上かつ長さ15km以上 ※

ダム又は放水

路の建設

ダム 貯水面堰100ha以上 貯水面堰75ha以上 貯水面積100ha以上 貯水面積75ha以上 ※

放水路 土地改変面積100ha以上 土地改変面積75ha以上 土地改変面積100ha以上 土地改変面積75ha以上 ※

堰 湛水面堰100ha以上 湛水面堰75ha以上 － － －

湖沼開発 土地改変面積100ha以上 土地改変面積75ha以上 － － －

鉄道の建設 新幹線鉄道 すべて － － － －

鉄道、軌道 長さ10km以上 長さ7.5km以上 長さ10km以上 長さ7.5km以上 ※

飛行場の建設 滑走路長2,500m以上 滑走路長1,875m以上 滑走路長2,500m以上 滑走路長1,875m以上 ※

発電所の建設 火力発電 出力15万kW以上 出力11.25万kW以上 出力15万kW以上 出力11.25万kW以上 ※

水力発電 出力3万kW以上 出力2.25万kW以上 出力3万kW以上 出力2.25万kW以上 ※

地熱発電 出力1万kW以上 出力7,500kW以上 － － －

原子力発電 すべて － － － －

風力発電 出力1万kW以上 出力7,500kW以上 出力7,500kW以上 出力1,000kW以上 ※

太陽光発電 出力4万kW以上 出力3万kW以上 敷地面積50ha以上または

森林を伐採する区域の面積20ha以上

敷地面積20ha以上 ※※

廃棄物処理施

設の建設

ごみ焼却施設 － － 処理能力1日200t以上 処理能力1日150t以上 ※

し尿処理施設 － － 処理能力1日200kl以上 処理能力1日150kl以上 ※

最終処分場 面積30ha以上 面積25ha以上 面積30ha以上 面積15ha以上 ※

焼却施設 － － 処理能力1日200t以上 処理能力1日150t以上 ※

埋立又は干拓 面積50ha超 面積40ha以上 面積50ha以上 面積25ha以上 ※

土地区画整理事業 面積100ha以上 面積75ha以上 面積100ha以上 面積50ha以上 ※

新住宅市街地開発事業 面積100ha以上 面積75ha以上 面積100ha以上 面積50ha以上 ※

新都市基盤整備事業 面積100ha以上 面積75ha以上 面積100ha以上 面積50ha以上 ※

流通業務団地造成事業 面積100ha以上 面積75ha以上 面積100ha以上 面積50ha以上 ※

住宅団地の造成 面積100ha以上 面積75ha以上 面積50ha以上 － ※

工業団地の造成 面積100ha以上 面積75ha以上 面積50ha以上 － ※

農用地の造成 － － 面積100ha以上 面積50ha以上 ※

残土の処分 － － 面積50ha以上 面積25ha以上 ※

土石の採取 － － 面積50ha以上 － ※

レクリエーション施設用地の造成 － － 面積50ha以上 － ※

複合開発用地の造成 － － 面積50ha以上 － ※

下水道終末処理場の建設 － － 面積10ha以上 面積7.5ha以上 ※※

工場等の建設 － － 排出ｶﾞｽ10万N㎥/h以上(設置) 排出ｶﾞｽ10万N㎥/h以上(変更) －

－ － 排出ｶﾞｽ20万N㎥/h以上(設置)

（バイオマス）

排出ｶﾞｽ20万N㎥/h以上(変更)

（バイオマス）
－

－ － 排出水量1万㎥/日以上 － －

高層建築物の建設 － － 高さ100m以上かつ

延べ面積5万㎡以上

－ －

リゾートマンション又はリゾート

ホテルの建設

－ － 延べ面積5万㎡以上 － －

都市公園の建設 － － 土地の形状の変更面積100ha以上 土地の形状の変更面積50ha以上 －

河川・海岸の改変 － － － － ※

６／ その他の制度
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☆詳細は、環境影響評価法施行令別表第１及び静岡県環境影響評価条例施行規則別表第１を御覧ください。
☆静岡市及び浜松市には、環境アセスメントに関する独自の条例が整備されていますので、静岡市内及び浜松市内で実施される事業についての環境アセスメントは、各市

の条例に基づいて実施されます。
※鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第29条の特別保護地区、自然公園法第20条の特別地域又は第22条の海域公園地区、自然環境保全法第25条の特別地

区又は第27条の海域特別地区、静岡県立自然公園条例第19条の特別地域、静岡県自然環境保全条例第13条の特別地区内の面積5ha以上
※※上記地区及び地域内の敷地面積5ha以上

図48：環境影響評価法・条例の対象事業と規模

法の対象となる事業は、この表に該当
する事業のうち、
①国が行う許認可等が必要な事業
②補助金・給付金が交付される事業
③独立行政法人等が行う事業
④国が行う事業
です。

法と条例の対象事業が同じ場合は、上
記①～④のいずれかに該当するものが
法対象事業、それ以外が条例対象事業
になります。
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図49：防災に配慮した都市計画ガイドラインの内容と位置付け

第Ⅰ部
防災から見た都市の現状把握と都市
空間のあり方

第1章｜防災から見た都市の現状把握
と課題の整理

第2章｜防災に配慮した都市空間のあ
り方

市町村
都市計画マスタープラン

各市町の地域防災計画

分野別計画／個別の規制
・誘導や都市計画事業

反
映

反
映

第Ⅱ部
防災に配慮した都市計画の基本指針

第1章｜防災都市計画基本指針

第2章｜参加と協働による防災まちづ
くり

1)静岡県防災都市計画基本指針

災害に強いまちづくりは都市計画の重要な課題であり、平常時から地震による被害を最小限に抑えた

り、地震発生後の避難や消火などの応急対策活動に的確に対応できるような都市空間の確保を早急に図

る必要があります。このため、県では平成７～８年度の２か年で市町の取り組む防災都市計画の基本指

針となる「防災に配慮した都市計画ガイドライン」を作成しました。これを市町が策定する市町村都市

計画マスタープランや防災都市づくり計画などの個々の具体的な都市計画に反映させることにより、災

害に強く、安心して暮らせる都市づくりを推進することにしています。

都市計画に関係する計画等

2)事前復興まちづくり計画（事前都市復興計画）

近年、地震や豪雨などの大規模災害による被害が増加傾向にある中で、平時から災害が発生した際の

ことを想定し、どのような被害が発生しても対応できるよう、復興に資するソフト的対策を事前に進め

る「復興事前準備」が重要視されています。その取組として、①復興体制、②復興手順、③復興訓練、

④基礎データの整理、分析、⑤復興における目標等の事前検討を含めた総合的な計画である「事前復興

まちづくり計画（事前都市復興計画）」があります。この計画を策定する過程で、大規模災害による被

災状況や、復興までの手順を事前に検討することで、復興にかかる期間を大幅に短縮し、まちの復興水

準が上がることが期待されます。

図50：事前復興まちづくり計画策定による効果
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参考資料
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年 制度改正の内容

1968年（昭和43年） （新）都市計画法の策定
都市計画区域は実質的な都市地域を単位として指定／市街化区域と市街化区域の区分（線引き）／開発許可制度の導入／都
市計画決定手続きの合理化（都市計画決定権限を全て地方公共団体に移譲、住民手続の充実）／都市計画地方審議会の設置
／市街化区域における農地転用規制の除外等

1974年（昭和49年） 都市計画法・建築基準法の改正
開発許可制度の拡充（非線引き都市計画区域への拡大／市街地開発事業等予定区域制度の創設／工作物に関する規制強化）

1980年（昭和55年） 都市計画法・建築基準法の改正
地区計画制度の創設

1988年（昭和63年） 都市計画法・建築基準法の改正
再開発地区計画の創設、地区計画制度の拡充

1990年（平成2年） 都市計画法・建築基準法の改正
住宅地高度利用地区計画／用途別容積型地区計画／遊休土地転換利用促進地区の創設

1991年（平成3年） 生産緑地法の改正
都市計画において保全農地（生産緑地）と宅地化農地（宅地並み課税）の区分

1992年（平成4年） 都市計画法・建築基準法の改正
市町村の都市計画に関する基本的な方針の創設／用途地域の細部化／誘導容積制度の創設等地区計画制度の拡充／開発許可
基準の見直し／都市計画決定権者の移譲等

1995年（平成7年） 都市再開発法等の改正・被災市街地復興特別措置法の制定

1997年（平成9年） 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
防災街区整備地区計画制度の創設

1998年（平成10年） 都市計画法の改正
特別用途地区の多様化／市街化調整区域における地区計画制度の拡充／都市計画決定権者の移譲

中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律（中心市街地活性化法）

2000年（平成12年） 都市計画法の改正（※昭和43年（新）都市計画法制定以来の大改正）
機関委任事務の廃止／国又は都道府県の関与等の見直し／市町村都市計画審議会の法定化／市町村決定に関わる都市計画決
定手続きの変更／特例市への権限移譲／都市計画マスタープランの充実／線引き制度の選択制、開発許可制度の見直し（既
存宅地制度の廃止、条例による市街化調整区域への住宅等立地可能区域の設定、開発行為の技術基準の条例による強化又は
緩和）、特定用途制限地域の創設、地区計画の策定対象区域の拡大、準都市計画区域制度の創設、都市計画区域外への開発
許可制度の適用

大規模小売店舗立地法の制定
大型店の立地に際して、周辺の生活環境の保持の観点から配慮を求める。「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調
整に関する法律」は廃止。

2003年（平成15年） 都市計画法の改正
都市計画提案制度の創設

2006年（平成18年） ※まちづくり三法の見直し

都市計画法の改正
大規模集客施設に関する立地制限、開発許可制度の見直し、都市計画提案権者の拡大、準都市計画制度の見直し等

中心市街地活性化法の改正
市町村が作成する基本計画の内閣総理大臣による認定制度の創設等

2011年（平成23年） 都市計画法の改正
都市計画決定権者の移譲（4車線以上のその他の道路、10ha以上の公園、緑地等で国又は都道府県が設置しないもの等）、
区域区分（指定都市に移譲）

2013年（平成25年） 都市計画法の改正
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の決定（指定都市に移譲）

2014年（平成26年） 都市再生特別措置法の改正
立地適正化計画制度の制定

2017年（平成29年） 都市計画法・都市緑地法・建築基準法・生産緑地法・都市公園法の改正
田園住居地域制度の創設／田園住居地域内における建築等の規制／特定生産緑地制度の創設 等

2018年（平成30年） 都市再生特別措置法・都市再生法・都市計画法・建築基準法の改正
都市のスポンジ化対策（低未利用土地権利設定等促進計画制度の創設、都市計画協力団体制度の創設）

2020年（令和2年） 都市再生特別措置法・都市計画法・建築基準法・屋外広告物法・都市緑地法・国土利用計画法・地域再生法
地域地区に居住環境向上用途誘導地区の追加／開発許可制度の見直し（市街化調整区域のハザードエリア開発の厳格化）／
立地適正化計画における防災指針／市町村による移転計画制度の創設等

都市計画法（第10次地方分権一括法）
町村による都市計画の決定に係る協議における都道府県同意の廃止

2021年（令和3年） 都市計画法（特定都市河川浸水被害対策法）
地区計画制度見直し（居室の高さ、避難路・避難施設等）／開発原則禁止区域に浸水被害防止区域を追加／一団地の都市安
全確保拠点施設制度の創設

都市計画法の変遷



note



発行 静岡県交通基盤部都市局都市計画課

1998年 3月 初版発行

1998年12月 改訂版発行

2000年 5月 2訂版発行

2001年 8月 3訂版発行

2006年 3月 4訂版発行

2009年 3月 5訂版発行

2016年 8月 6訂版発行

2017年 5月 7訂版発行（2024年4月 一部更新）

表紙の写真 ：静岡市提供
裏表紙の写真：（株）パスコ提供
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